
 

（単位：千円）

流動資産 4,198,979 流動負債 3,452,693

391,609 720,676

1,084,828 183,903

355,489 1,331,763

2,055,841 434,749

144,738 187,299

77,927 98,199

72,522 112,626

16,022 53,932

216,418

113,124

固定資産 9,835,191 固定負債 4,412,644

768,937 3,165,666

4,798,574 61,404

2,206,009 26,579

2,061,670 777,518

投 資 有 価 証 券 651,503 179,046

関 係 会 社 株 式 714,739 83,997

出 資 金 6,930 118,430

従業員長期貸付金 10,256 7,865,338

差 入 保 証 金 383,341

長 期 前 払 費 用 815 株主資本 6,138,306

繰 延 税 金 資 産 293,762 50,000

破 産 更 生 債 権 等 6,000 3,614,547

そ の 他 800 3,614,547

貸 倒 引 当 金 △ 6,479 2,473,759

25,000

2,448,759

2,448,759

評価・換算差額等 30,526

30,526

6,168,833

14,034,171 14,034,171

未 払 法 人 税

未 払 金

リ ー ス 債 務

前 受 金

預 り 金

未 払 費 用

利 益 剰 余 金

その他有価証券評価差額金

純 資 産 合 計

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

負 債 合 計

（純資産の部）

資 本 金

資 本 剰 余 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

投 資 そ の 他 の 資 産 リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務

長 期 未 払 金

預 り 保 証 金

鉄 道 事 業 固 定 資 産 関係会社長期借入金

自動車事業固定資産 特 別 修 繕 引 当 金

兼 営 事 業 固 定 資 産 役員退職慰労引当金

前 受 収 益

賞 与 引 当 金

そ の 他

商 品

前 払 費 用

そ の 他

未 収 金

短 期 貸 付 金

貯 蔵 品

（資産の部） （負債の部）

現 金 及 び 預 金

未 収 運 賃

一 年 以 内 返 済

関 係 会 社 長 期 借 入 金

（2026年3月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

貸　借　対　照　表



 

【個別注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法         

  (1) 有価証券の評価基準及び評価方法        

子会社株式    移動平均法による原価法を採用しております。 

その他有価証券      

市場価格のない株式等以外のもの 

 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。 

市場価格のない株式等  

移動平均法による原価法を採用しております。 

 

  (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

貯蔵品      先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。 

商品       先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。但し、平成 10 年 4 月 1 日以降取得の建物（建物附属設備を除く）及び

平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しておりま

す。また、鉄道事業の取替資産については、取替法を採用しております。 

主な耐用年数は、次の通りであります。 

建物及び構築物 ７～60 年 

機械装置及び工具器具備品 ３～15 年 

 

  (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づいております。 

 

  (3) リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転

外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年 3 月 31 日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

３．引当金の計上基準 

  (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れに備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

 

  (2) 賞与引当金     従業員の賞与の支払に備え、支給見込額の当事業年度負担分を計上しており

ます。 

 



 

  (3) 特別修繕引当金   鉄道事業における全般検査（８年に１回）及び重要部検査（４年に１回）の

支払いに備え、当該支払い見込額の当事業年度負担分を計上しております。 

 

  (4) 役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

 

４．重要な収益及び費用の計上基準 

当社の収益は主に、道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事

業収入、及び鉄道事業法に基づく鉄道事業収入になります。これらの財又はサービスの販売及び提供

については、引渡時点において顧客が当該財又はサービスに対する支配を獲得し、履行義務が充足さ

れると判断していることから、当該時点で交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しておりま

す。 

 

５．工事負担金等の処理方法 

鉄道事業において、地方公共団体等より受ける工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相

当額を、取得した固定資産の取得原価から直接控除して計上しております。なお、損益計算書におい

ては工事負担金等受入額を補助金等として特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直

接減額した額を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。 

 

６．リース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基

準 13 号（平成 5 年 6 月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年 3 月 30 日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成 6 年 1 月 18 日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年 3 月 30 日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 


